
◆
補
助
対
象
と
な
る
団
体

・�

65
歳
以
上
の
市
民
５
人
以
上
で

構
成
さ
れ
た
団
体

・�

市
内
に
活
動
拠
点
を
置
き
、
介

護
予
防
活
動
に
取
り
組
む
団
体

・�

地
域
の
介
護
予
防
活
動
団
体
と

し
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に

同
意
し
、
新
規
の
参
加
希
望
者

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
な

団
体

◆
補
助
対
象
と
な
る
事
業

・�

地
域
の
集
会
所
な
ど
、
定
期
的

な
通
い
の
場
を
設
け
る
こ
と

・�

週
１
回
、
１
回
当
た
り
１
時
間

程
度
活
動
し
、
３
カ
月
以
上
継

続
し
て
、
市
が
推
進
す
る
「
も

ば
ら
百
歳
体
操
」
を
取
り
入
れ

た
介
護
予
防
活
動
を
行
う
こ
と

※�

「
も
ば
ら
百
歳
体
操
」
に
つ
い

て
は
、
市
が
各
団
体
に
出
向
き
、

説
明
し
ま
す
。
ま
た
、
６
カ
月

以
上
継
続
し
て
活
動
す
る
場
合

は
、
要
請
に
よ
り
理
学
療
法
士

等
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
専

門
職
の
派
遣
（
１
団
体
に
つ
き
、

年
間
２
回
ま
で
）
を
行
い
ま
す
。

◆
補
助
対
象
と
な
る
経
費

・�

介
護
予
防
活
動
を
行
う
た
め
に

使
用
す
る
会
場
の
使
用
料

・�「
も
ば
ら
百
歳
体
操
」
で
使
用

す
る
椅
子
、お
も
り
、Ｃ
Ｄ
（
Ｄ

Ｖ
Ｄ
）
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
購
入
費

◆
補
助
限
度
額

　

年
額
10
万
円
以
内
。（
１
団
体

に
つ
き
１
回
に
限
る
）。

※�

詳
し
く
は
、
高
齢
者
支
援
課

ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、　　

地
域
包
括
支
援
室
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、6
�
６
７
８
８
へ
。

　

今
年
度
対
象
と
な
る
方
は
早
め

に
接
種
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

【
任
意
予
防
接
種
】

①�

65
歳
以
上
で
定
期
予
防
接
種
で

な
い
方
。

②�

今
ま
で
に
接
種
を
受
け
た
こ
と

が
無
い
方
、
ま
た
は
市
の
助
成

を
受
け
た
こ
と
が
無
く
、
前
回

の
接
種
か
ら
５
年
以
上
経
過
し

て
い
る
方
。

◆ 

接
種
期
間

　
４
月
１
日
～
平
成
32
年
３
月
31
日

◆
助
成
回
数　
１
人
１
回
限
り

◆ 

助
成
額

　

３
千
円
（
助
成
額
を
超
え
た
額

は
自
己
負
担
）

※�

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
送

付
さ
れ
た
予
診
票
は
、
使
用
で

き
ま
せ
ん
。
接
種
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
予
診
票
を
送
付
し

ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

　

市
で
は
、
茂
原
市
に
住
民
登
録

が
あ
る
65
歳
以
上
の
方
な
ど
を
対

象
に
、
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
費
用

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

◆ 
助
成
対
象
者
（
①
・
②
両
方
を

満
た
す
方
）

【
定
期
予
防
接
種
】

①�

平
成
31
年
度
末
ま
で
に
65
歳
に

な
る
方
（
４
月
末
に
予
診
票
を

送
付
し
ま
す
）。

　

�

ま
た
は
、
60
歳
以
上
65
歳
未
満

の
方
で
心
臓
、
じ
ん
臓
、
ま
た

は
呼
吸
器
の
機
能
お
よ
び
ヒ
ト

免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免

疫
の
機
能
に
障
害
を
有
す
る
方
。

②�

今
ま
で
に
接
種
を
受
け
た
こ
と

が
無
い
方
。

高師保育園が�
� 認定こども園に移行します
　平成31年４月から、高師保育園が幼保連携型認定こ
ども園に移行します。
　認定こども園とは、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ
施設で、新たに幼稚園
枠（定員15名・３～
５歳各５名）が設定さ
れます。

※�移行に伴う名称および場所の変更はありません。

　お問い合わせは、
　　子育て支援課（２階）　�☎（20）１５７３、�

6（20）１６１０
　　高師保育園　　　　　☎（22）２４１９へ。

　
市
で
は
、
高
齢
者
の
方
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続

け
ら
れ
る
よ
う
、
地
域
で
自
主
的
・
継
続
的
に
介
護
予
防
活

動
に
取
り
組
む
団
体
に
「
茂
原
市
地
域
介
護
予
防
活
動
支
援

事
業
補
助
金
」
を
交
付
し
ま
す
。

地
域
で
介
護
予
防
に
取
り
組
む

皆
さ
ん
を
応
援
！

高齢者肺炎球菌
予防接種の費用を
一部助成します
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